
　
軽
自
動
車
税
は
毎
年
4
月
1
日
現
在
に

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
な
ど
を
所

有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃

車
、
売
却
、
盗
難
な
ど
で
、
す
で
に
車
両

を
所
有
し
て
い
な
い
方
で
も
、
届
け
出
を

し
て
い
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
毎
年
3
月
は
届
け
出
が
集
中

し
、
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
名
義
変

更
や
廃
車
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
方

は
、
3
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
○
原
動
機
付
自
転
車（
1
2
5
cc
以
下
）、

　
　
小
型
特
殊
自
動
車

　
　
市
役
所
税
務
課（
内
線 

3
5
4
）

　
○
軽
自
動
車
　
四
輪
・
三
輪

　
　
軽
自
動
車
検
査
協
会 

愛
知
主
管
事

　
　
務
所（
名
古
屋
市
港
区
）

　
　
☎（
0
5
0
）3
8
1
6
ー
1
7
7
0

　
○
軽
自
動
車
　
二
輪

　
　（
1
2
5
cc
超
2
5
0
cc
以
下
）

　
　
一
般
社
団
法
人
　
全
国
軽
自
動
車
協

　
　
会
連
合
会
愛
知
事
務
所 

（
名
古
屋
市

　
　
港
区
）

　
　
☎（
0
5
2
）6
5
9
ー
1
0
4
0

　
○
二
輪
の
小
型
自
動
車（
2
5
0
cc
超
）

　
　
中
部
運
輸
局
　
愛
知
運
輸
支
局（
名

　
　
古
屋
市
中
川
区
）

　
　
☎（
0
5
0
）5
5
4
0
ー
2
0
4
6

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
の
方
が
、
土

地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に
て
、
自
分

の
土
地
や
家
屋
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
価

格
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
土
地
の
納
税
者
の
方
は
土
地
価
格
等
縦

覧
帳
簿
を
、
家
屋
の
納
税
者
の
方
は
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

な
お
、
償
却
資
産
に
は
縦
覧
の
制
度
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
と
　
き

　
4
月
1
日（
月
）〜
5
月
7
日（
火
）

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

　（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

▼
と
こ
ろ
　

　
市
役
所
税
務
課（
図
書
館
棟
2
階
）

▼
縦
覧
で
き
る
人
　

・
納
税
者
本
人
お
よ
び
そ
の
同
居
の
親
族
、

　
相
続
人

・
納
税
管
理
人

・
納
税
者
の
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
）

※

非
課
税
お
よ
び
免
税
点
未
満
の
土
地
や

　
家
屋
の
所
有
者
の
方
は
、
納
税
者
で
な

　
い
た
め
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

※

賦
課
期
日（
平
成
31
年
1
月
1
日
）後
に

　
所
有
者
と
な
っ
た
方
は
縦
覧
で
き
ま
せ

　
ん
。

▼
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康

　
保
険
証
な
ど
）

※

法
人
の
場
合
は
、
社
印
ま
た
は
代
表
者

　
印
を
押
印
し
た
委
任
状

　
市
役
所
税
務
課（
内
線
3
5
5
〜
3
5
7
）

▼
と
　
き
　
4
月
26
日（
金
）

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
3
時

　
4
月
27
日（
土
）午
前
9
時
〜
11
時

▼
と
こ
ろ
　
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

▼
持
ち
物
　
が
ん
検
診
等
受
診
券（
４
月

　
中
旬
頃
郵
送
予
定
）、
保
険
証
、
ス
ケ

　
ジ
ュ
ー
ル
が
分
か
る
も
の

※

詳
し
く
は
４
月
号
広
報
と
一
緒
に
全
戸

　
配
布
さ
れ
ま
す「
２
０
１
９
年
度
弥
富

　
市
が
ん
検
診
・
健
康
増
進
事
業
の
ご
案

　
内
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
市
役
所
健
康
推
進
課（
内
線
4
1
2
）

　
平
成
31
年
4
月
か
ら
、
新
た
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
世
帯
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て
、
原
則
と
し

て
口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。（
国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
か
ら
差
し

引
か
せ
て
い
た
だ
く
場
合
や
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
が
困
難
な
場
合
な
ど
を
除
き
ま

す
。）

　
口
座
振
替
の
手
続
き
を
す
る
と
各
納
期

限
に
指
定
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
振
替
さ

れ
ま
す
の
で
、
納
期
ご
と
に
納
め
に
行
く

手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
と
て
も

便
利
で
す
。

　
現
在
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
で
、
納

付
書
で
納
付
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て

も
、
随
時
口
座
振
替
の
受
付
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

▼
申
込
方
法
　
通
帳
、
通
帳
届
出
印
を
お

　
持
ち
の
上
、
市
役
所
保
険
年
金
課
、
十

　
四
山
支
所
、
口
座
振
替
依
頼
書
が
置
い

　
て
あ
る
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
で
お
手

　
続
き
く
だ
さ
い
。

▼
取
扱
金
融
機
関
　
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、

　
あ
い
ち
海
部
農
業
協
同
組
合
、
大
垣
共

　
立
銀
行
、
十
六
銀
行
、
三
重
銀
行
、
百

　
五
銀
行
、
愛
知
銀
行
、
名
古
屋
銀
行
、

　
中
京
銀
行
、
第
三
銀
行
、
い
ち
い
信
用

　
金
庫
、
桑
名
信
用
金
庫
、
東
海
労
働
金

　
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）

　
市
役
所
保
険
年
金
課（
内
線
1
2
2
）

2019年度 特定健康診査・後期高齢者健康診査
のお知らせ

特定健康診査

定　　員

定　　員

①
海
部
医
師
会
・
津
島
市
医
師
会
指
定
医
療
機
関

②
海
南
病
院
で
総
合
が
ん
検
診
と
同
時
実
施

健
康
診
査
受
診
方
法

健診内容

健診期間
健診場所

申込方法

健診内容

なし

健診期間 5 月 10 日（金）～12 月 6 日（金）
健診場所 海南病院　健康管理センター　（院内管理棟 2 階）

700 名　※総合がん検診単独の申し込みの方も含みます。

6 月 1 日（土）～10 月 31 日（木）
海部医師会・津島市医師会指定医療機関

料　　金 無料

対象者

後期高齢者健康診査

　2019 年度の特定健康診査・後期高齢者健康診査の申し込みを下記のとおり行います。
　「海部医師会・津島市医師会指定医療機関」の受診方法など詳しい内容については、5 月下旬に
個別発送する受診券と案内をご覧ください。

2019 年 4 月 1 日現在、国民健康保険に
加入している 40 歳から 74 歳の方　
※2019 年 4 月 2 日以降、他の健康保険から国民健康保険・後期高齢者医療
　制度の被保険者になられる方で、ご希望の方は受診できますので、市役所
　保険年金課までお問い合わせください。

問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図・医師
の判断による追加項目（眼底検査）

問診・身体計測・理学的検査・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図・胃が
ん検診・肺がん検診・大腸がん検診・腹部超音波検査

申込不要 
※5 月下旬頃に発送する受診券（問診票）、健康保険証を持参して直接医療機
　関へお出かけください。

料　　金 特定健康診査（後期高齢者健康診査）＋総合がん検診　8,200 円
特定健康診査（後期高齢者健康診査）＋総合がん検診＋脳ドック　21,600 円

申込方法

〇総合社会教育センター･･･4 月 26 日（金）午前 8 時 30 分～午後 3 時
　  　　　　　　　　　　　　　 27 日（土）午前 9 時～ 11 時
※以降定員に空きがある場合は海南病院健康管理センターにて受け付けます。
※申し込み時に受診日を決めます。
○申し込み時は、必ず「健康保険証」・「がん検診等受診券」を持参してください。
詳細は 4 月に各戸配布の「2019 年度弥富市がん検診・健康増進事業のご案
内」をご覧ください。

③集団方式による健康診査 2019 年度も集団方式による健康診査を実施いたしますが、詳細
につきましては 5 月下旬に個別発送する健康診査受診券と案内を
ご覧ください。

料　　金 無料

市内に住所を有している後期高齢
者医療制度加入者

※①、②、③の健康診査を重複して受診することはできません。
※2019 年 4 月 1 日以降、国民健康保険から他の健康保険へ異動された方は上記の特定健診の受
　診はできません。

市役所保険年金課　特定健診担当（内線 122）　後期健診担当（内線 126）

2019

3
「
お
知
ら
せ
」「
募
集
」な
ど
暮
ら
し
に
役

立
つ
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ
し
ま
す

固
定
資
産
評
価
額（
土
地
・
家
屋
）

の
縦
覧
に
つ
い
て

２
０
１
９
年
度
海
南
病
院
の

総
合
が
ん
検
診
の
予
約
会
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
の

口
座
振
替
原
則
化
に
つ
い
て

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び

軽
自
動
車
な
ど
の
名
義
変
更
・

廃
車
の
手
続
き
は
、
お
早
目
に
！

●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。
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